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だ
ろ
う
か
。
６
月
下
旬
に
閉
幕
し
た
通
常
国
会
で
、
懸
案
だ

っ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
改
正
案
が
成
立
し
た
も
の
の
、

子
ど
も･

子
育
て
関
連
予
算
を
増
や
す
事
が
引
き
続
き
求
め

ら
れ
る
為
、
予
算
編
成
過
程
の
機
微
を
知
る
渡
辺
氏
の
手
腕

は
必
要
だ
。
加
藤
勝
信
・
元
官
房
長
官
を
中
心
に「
こ
ど
も

家
庭
庁
の
長
官
経
験
者
が
厚
労
省
の
事
務
次
官
に
就
任
し
た

ら
、
こ
ど
も
家
庭
庁
が
厚
労
省
よ
り
下
に
み
ら
れ
て
し
ま

う
」と
い
う
懸
念
も
有
り
、
現
時
点
で
渡
辺
氏
が
厚
労
省
に

戻
る
可
能
性
は
高
く
な
い
。
↘

　
渡
辺
氏
が
戻
ら
な
け
れ
ば
、
厚
労
省
は
有
力
な
事
務
次
官

候
補
を
1
人
失
う
事
に
な
る
。
厚
労
省
の
中
堅
職
員
は「
渡

辺
氏
の
去
就
は
こ
ど
も
家
庭
庁
の
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
厚

労
省
幹
部
も
か
な
り
注
目
し
て
い
た
」と
漏
ら
す
。

　
厚
労
省
で
は
大
島
一
博
・
事
務
次
官
が
今
夏
で
就
任
か
ら

２
年
を
迎
え
る
為
、
交
代
は
既
定
路
線
だ
。
当
初
は
渡
辺
氏

の
就
任
も
取
り
沙
汰
さ
れ
た
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
へ
の

留
任
が
確
実
視
さ
れ
て
以
降
、
待
望
論
は
沈
静
化
し
て
い
る
。

今
後
も
渡
辺
氏
抜
き
で
事
務
次
官
人
事
を
考
え
る
事
に
↖

　
昨
年
４
月
の
発
足
か
ら
１
年
が
経
過
し
た「
こ
ど
も
家
庭

庁
」。厚
生
労
働
省
か
ら
の
出
向
者
が
多
く
、今
夏
の
幹
部
人

事
の
行
方
は
両
方
の
省
庁
に
影
響
を
及
ぼ
し
兼
ね
な
い
。
本

稿
執
筆
時（
６
月
初
旬
）で
は
未
だ
詳
細
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
幹
部
人
事
の
方
向
性
を
占

い
た
い
。

　
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
渡
辺
由
美
子
・
長
官
の
去
就
だ
が
、

結
論
か
ら
記
す
と
留
任
す
る
見
通
し
だ
。
早
々
に
固
ま
っ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。
本
欄
で
何
度
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

渡
辺
氏
は
１
９
８
８
年
に
旧
厚
生
省
に
入
省
し
た
厚
労
官
僚
。

厚
労
省
で
は
、
大
臣
官
房
会
計
課
長
や
子
ど
も
家
庭
局
長
、

官
房
長
な
ど
主
要
な
ポ
ス
ト
を
歴
任
。
内
閣
官
房
こ
ど
も
家

庭
庁
設
立
準
備
室
長
を
経
て
、
発
足
と
同
時
に
長
官
に
就
任

し
た
。
同
期
の
中
で
も
エ
ー
ス
格
と
し
て
知
ら
れ
た
存
在
だ
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
を
創
設
す
る
に
当
た
り
、

社
会
保
障
制
度
に
詳
し
く
、
首
相
官
邸
や
与
党
等
へ
の
根
回

し
力
に
長
け
る
渡
辺
氏
が
長
官
に
抜
擢
さ
れ
た
。
女
性
で
あ

る
事
も
多
少
は
影
響
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　
厚
労
省
幹
部
は「
渡
辺
氏
は
厚
労
省
で
は
事
務
次
官
候
補

と
み
ら
れ
て
い
た
。
旧
厚
生
省
出
身
者
で
初
め
て
の
事
務
次

官
が
渡
辺
氏
に

な
る
と
い
う
の

は
衆
目
の
一
致

し
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
」と
明
か
す
。

　
渡
辺
氏
は
今

後
、
厚
労
省
に
戻

る
事
は
有
る
の

今
、目
が
離
せ
な
い
こ
ど
も
家
庭
庁
幹
部
人
事
の
裏
側

第
81
回  

な
れ
ば
、
入
省
年
次
の
若
い
幹
部
が
候
補
と
な
る
可
能
性
が

高
い
。

　
今
夏
の
幹
部
人
事
で
も
う
１
人
注
目
さ
れ
る
の
が
、
熊
木

正
人
・
こ
ど
も
家
庭
庁
支
援
金
制
度
等
準
備
室
長
の
動
向
だ
。

93
年
に
旧
厚
生
省
に
入
省
し
、
保
険
局
国
民
健
康
保
険
課
長

や
大
臣
官
房
会
計
課
長
、
医
政
局
総
務
課
長
等
を
歴
任
し
た

熊
木
氏
。
支
援
金
制
度
を
ま
と
め
る
に
当
た
り
、
準
備
室
の

メ
ン
バ
ー
編
成
で
渡
辺
氏
が
い
の
一
番
に
指
名
し
た
の
が
熊

木
氏
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
者
は「
社
会
保

障
制
度
に
明
る
い
だ
け
で
な
く
、
緻
密
な
作
業
も
出
来
る
」

と
評
価
が
高
い
。

　
た
だ
、
法
案
も
成
立
し
、
渡
辺
氏
と
立
場
が
異
な
る
為
、

熊
木
氏
は
１
年
で
厚
労
省
へ
戻
る
方
向
だ
。
来
年
度
以
降
に

本
格
化
す
る
社
会
保
障
制
度
改
革
に
向
け
て
、
熊
木
氏
の
手

腕
が
必
要
に
な
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
渡
辺
氏
が
留
任
と
な
れ
ば
、今
後
は「
ポ
ス
ト
渡
辺
氏
」が

誰
に
な
る
の
か
に
も
注
目
が
集
ま
る
。
引
き
続
き
女
性
官
僚

を
登
用
す
る
の
か
、
民
間
人
の
抜
擢
も
考
え
ら
れ
る
の
か
。

こ
の
１
年
で
こ
ど
も
家
庭
行
政
が
ど
こ
迄
軌
道
に
乗
る
か
も

影
響
し
そ
う
だ
。
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